
 

 

 

第4回 朝倉運動公園再整備町民検討委員会 
 

【日 時】：令和７年２月２６日（水） 15:00～ 

【場 所】：垂井町役場 2階 協議会室 

 

次 第 

 

 

１ あいさつ 

２ 議 題 

(1) パブリックコメントの結果について・・・・・・・・・・・・・・・資料１ 

(2) 朝倉運動公園再整備基本構想（最終案）の確認について・・・・・・資料２ 

(3) サウンディング型市場調査結果（令和6年度）について・・・・・・・資料３ 

(4) 意見交換 

３ 今後の予定について 

４ その他 
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【パブリックコメントの結果について】 

１．パブリックコメントの実施概要 

閲覧・募集期間 令和 6年 12月 18日（水曜日）から令和 7年 1月 17日（金曜日）

まで 

資料の閲覧場所 (1)庁舎ロビー  

(2)各地区まちづくりセンター 

(3)タルイピアセンター  

(4)文化会館 

(5)朝倉運動公園(体育センター) 

(6)町ホームページ 

意見書の提出方

法 

(1)郵送 (2)FAX (3)電子メール 

(4)直接持参（垂井町役場 1階 都市計画課窓口） 

※提出様式は町ホームページからダウンロード、および資料の閲

覧場所で配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■垂井町 HPにおける募集状況 

資料１ 
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２）パブリックコメントの結果概要（項目別の意見件数） 

意見を募集した結果 5名の方から意見がありました。 

意見の概要として項目別の意見内容を以下に示します。（項目別の意見の数 計 15件） 

 

（１）基本理念に関する意見【２件（意見番号 1,2）】 

・地域性、独自性がある基本理念にした方が良いとの意見 

・基本理念における経済が循環する仕組みを記載してほしいとの意見 

（２）基本コンセプトに関する意見【１件（意見番号 3）】 

・基本コンセプトに「人もお金も創出し環境に優しい公園」を追加してほしいとの意見 

（３）整備方針に関する意見【８件（意見番号 4,5,6,7,8,9,10,11）】 

・「インクルーシブな空間」の定義を記載してほしいとの意見（１件） 

・体育館の整備方針に関する意見（１件） 

・テニスコートの整備方針に関する意見（2 件） 

・町民プールの跡地活用に関する意見（2件） 

・園路の整備方針に関する意見（1件） 

・温泉スタンドの活用および再生可能エネルギーの推進に関する意見（1件） 

（４）その他の意見【４件（意見番号 12,13,14,15）】 

・町のスポーツに対する姿勢の改善を望む意見 

・施設の予約システムの開発やバスの増便を望む意見 

・垂井駅から朝倉運動公園までのコミュニティバス（直行便）の検討と広範な PRを望む

意見。 

・「朝倉古墳群」に関する標識の設置を望む意見 
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３．パブリックコメントの結果・町の考え方 

※意見内容は原則として原文のままとしています（明らかな誤字脱字は修正し、添付資料や図表等は省

略しています）。 

No. 種別 意見内容 町の考え方 

１ 基本理念 当たり障りの無い⾔葉を並べ

た印象で、地域性や新規性が感

じられません。風土／環境、住

んでいる⼈達の特性などを勘案

し、この町、この施設にしかな

い、独⾃性のある⾔葉を選んで

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝倉運動公園が「この町、この施

設にしかない」と言われるような

公園となるためには、「朝倉だから

楽しい」、「朝倉だからまた来たい」

というような“わくわく”が必要だ

と考えています。いつ来ても楽し

い、何度でも来たいという思いに

よって人々が集まり、お金を生み

出し、その資金で新たな魅力を生

み出すことで、さらに人を呼び込

む（人もお金も“わく”）。このよう

な循環により公園を持続させるこ

とが、これからの本町に必要であ

ると考え、この基本理念を設定し

ました。 

本町や朝倉運動公園の現状・課

題等を踏まえた基本理念ですの

で、ご理解願います。 

２ 基本理念の⽂中には『経済が

循環』とありますが、それらし

き仕組みが⾒当たりません。利

⽤料、ネーミングライツ以外で、

経済が循環する仕組みをどのよ

うに考えているか書いてくださ

い。 

P44の基本コンセプト③「わくわ

くを支えつづける公園」において

記載がありますように、官民連携

手法を活用し、持続可能なパーク

マネジメントを行うことを目指し

ています。P47 以降で官民連携手法

をいくつか記載していますが、こ

れらの官民連携手法のうち、どの

手法を活用するかについては、引

き続き民間事業者に対する調査を

行い、検討します。 

３ 基本コンセ

プト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本コンセプトに④を追加。 

④「人もお金も創出し環境に

優しい公園」 

人を惹きつける魅力ある公園

に人が集まり、公園と一体とし

て施設整備がぐるぐる動き、結

果、公園自体が１つの大きなエ

ンターテイメント化し雇用と経

済を創生する。 

世界唯一のエンターテイメン

ト化した公園を全国に発信する

P44基本コンセプトの「②みんな

のわくわくが集まる公園」では、関

係人口の増加やにぎわいの創出を

コンセプトとしており、「③わくわ

くを支えつづける公園」では、安

全・安心のまちづくりのほか、公園

自体がお金を生み出すことで、経

済的に自立した公園運営を行い、

公園が持続可能な公園となること

をコンセプトとしています。 

これらの基本コンセプトによ
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No. 種別 意見内容 町の考え方 

基本コンセ

プト 

とともに、全ての施設を再生可

能エネルギーで賄い、世界のモ

デルとなるような環境に優しい

公園を創生する。 

り、「人もお金も創出する公園」を

目指します。 

また、P45の整備方針「①公園全

体」において記載がありますよう

に、持続可能な未来のためにエネ

ルギー対策の推進を行います。 

４ 

 

 

整備方針 

(公園全体) 

 

 

ここでの「インクルーシブな

空間」とは、どのような意味で

しょうか？ このような⼈によ

って認識に差異の出やすい⾔葉

には、定義を書き添えてくださ

い。 

「インクルーシブな空間」とは、

年齢や国籍、障がいの有無に関わ

らず、誰もが共に利用できる空間

を意味しています。 

定義について、追記します。 

５ 

 

 

 

 

 

 

整備方針 

(スポーツ施

設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（町民体育館）建て替えの場合、

テニスのできるスペースとライ

ン、ネット、ポールなどを提案

します。 

 

 

 

P44「②みんなのわくわくが集ま

る公園」において記載があります

ように、施設の機能については、住

民ニーズを反映した、テニスを含

めたスポーツや多目的施設を整備

し、満足度の高い施設を目指しま

す。 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一コートは利便性が悪く廃

止はやむを得ないと考えます。 

第２、第３コート（オムニコー

ト）については、利用頻度が高

い故にコートのサーフェスが破

損し、イレギュラーの発生など

利用に支障が発生しています。 

各市町村の公共テニスコート

も従来は一部補修対応で延命し

てきた補修を、現在は全面のサ

ーフェス張替えで対応している

行政が多くなっています。 

転倒による障害事故の発生の

未然防止のためにも建物だけで

なく、施設全般の見直しについ

てもご配慮願います。 

 

P45「②スポーツ施設」において

記載がありますように、第２・３テ

ニスコートは、現在の機能を維持

しつつ、利用者の利便性と安全性

を十分考慮し、維持修繕を行いま

す。 

７ 特に第３コート No1 の傷み酷

く修理要す。オムニコートの砂

の偏り軽減のため暴風の壁と植

木を整備、拡充してください。 
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No. 種別 意見内容 町の考え方 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備方針 

(スポーツ施

設) 

（旧町民プール跡地は）高低差

を活かしてスケートボード場の

検討。設計・建設・運営・管理・

安全維持は業者委嘱。 

 

 

 

 

 

 

 

 

P45「⑤スポーツ施設」において

記載がありますように、町民プー

ル跡地は、住民・利用者のニーズに

応じ、スケートボード場等のアー

バンスポーツを含め、新たな機能

への転換を検討します。 

また、P44「(2)本公園における官

民連携(PPP)の方針」において記載

がありますように、再整備時の「設

計・建設」および再整備後の「維持

管理・運営」において、官民連携手

法を導入することを目指します。 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備方針 

(広場) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止した町民プールの代替施

設として、水景施設（水遊び場）

の整備を検討します。＜４６ペ

ージ＞。この考えについて、大

いに賛同致します。 

従前、「行政改革委員会」の廃

止勧告に際しても、すべての機

能を皆無にしてしまうことに委

員のなかでも多様な意見があり

一部機能を存続させることに賛

成します。 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 整備方針 

（トイレ・園

路） 

 

 

 

 

 

運動場の周辺に高齢者が散歩

できる幅四尺巾くらいの道を作

ってほしい。坂の所は安全な階

段に（レンガ敷方式）等。例とし

て大垣市浅中運動公園の周辺に

あります。 

理由:①垂井町には散歩でき

る所が少ない。 

②高齢者が多くなり健康管理

が大事。 

③宮代は高台にあり空気が一

番よいし、景色が最高で気持ち

がよくなる。 

P46「④トイレ・園路」において

記載がありますように、誰もが歩

きやすく、利便性の高い園路を整

備します。 

 

 

 

 

 

 

 

11 整備方針 

 

 

 

 

 

 

整備方針に⑥⑦⑧を追加 

⑥朝倉温泉を利活用し、セミ

ナーハウス等連携し、人々が集

う食・住空間を演出するととも

に、温泉水を利用したスポーツ

治療等スポーツを愛するひとは

もちろん老若男女が集うことに

 

P45の整備方針「①公園全体」に

おいて記載がありますように、豊

かな自然環境の一つとして、温泉

の活用を検討します。 
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No. 種別 意見内容 町の考え方 

整備方針 より、結果、お金と雇用を創出

する施設整備をする。 

⑦朝倉温泉水をプールに活用

し、温泉水を使った魚養殖事業

を起業し、垂井町の特産品とし

て町内スーパー、飲食店に提供

するとともに、ふるさと納税の

対象として全国に売り込み、結

果、町税の増収を図るとともに、

垂井町全体の経済活性化と若者

を呼ぶ雇用の増進を図る。 

P45 の整備方針「②スポーツ施

設」において記載がありますよう

に、町民体育館・体育センターの建

替えにあわせて、地域活性化に繋

がる施設の導入を検討します。 

 

⑧公園施設全体にプロブスカ

イト太陽電池と蓄電施設を整備

し、公園全てのエネルギーを再

生可能エネルギーで賄い、さら

にこれを一つのモデルとして垂

井町全体に広げ、再生可能エネ

ルギーの町として全国に発信す

る。 

P45の整備方針「①公園全体」に

おいて記載がありますように、持

続可能な未来のためにエネルギー

対策の推進を行います。 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツに良い思い出を持っ

ていない者にとっては、スポー

ツ施設に積極的に行きたいとは

思いません。町がスポーツの町

宣言をし、それに準ずる施設を

つくり、わくわくを生みたいの

であれば、まずは、体育の授業

で運動を強制しない／スポーツ

少年団で指導員が贔屓をしない

など、町のスポーツに対する姿

勢を変えてください。それが変

わらなければどんな施設を作っ

ても現状から変わりません。 

 

本町では｢スポーツの町｣とし

て、すべての住民が楽しみながら

健康的な生活を送れる環境づくり

の実現を目指しています。 

そのためには、施設の整備だけ

ではなく、スポーツに対する町全

体の姿勢や環境の改善も重要であ

ると認識しています。朝倉運動公

園の再整備にあたっては、環境整

備とあわせて、スポーツ団体指導

者等の意識改革にも並行して取り

組むことで、町全体が「スポーツを

楽しむ場」として前向きな変化を

生み出せるよう、引き続き努めま

す。 

13 

 

 

 

施設をより良く利⽤してもら

うには、予約のしやすさや駅か

らのアクセスのしやすさが必須

だと考えます。予約システムの

開発やバスの増便について検討

してください。 

 

施設の予約システムについて

は、令和７年２月１日から朝倉運

動公園の諸施設を含む一部の町有

施設において、「岐阜県公共施設予

約システム」 の導入により施設利

用のネット予約ができるようにな

りました。 

（バスの増便については、次の回

答へ） 
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No. 種別 意見内容 町の考え方 

14 その他 コミュニティバスの垂井駅⇔

朝倉公園直行便などの検討と広

範なＰＲ。 

朝倉運動公園の利便性と利用頻

度向上のため、巡回バスの垂井駅

から朝倉公園直行便の運行や巡回

バスの増便および広範なＰＲ活動

について、今後検討を行います。 

15 公園内には、「朝倉古墳群」と

地図に現在もマッピングされて

いる古墳が存在していました。 

歴史愛好家より、「ここはあると

いう人もいるし、それらしいも

のも見かけるのだが、消失と垂

井町の資料では記載されてい

る。わけがわからない。」とネッ

トに投稿されています。標識を

設置するなどして遠方からの愛

好家に説明するなどの対策をこ

の機会にしては如何でしょう

か。 

 

町では、指定文化財など、文化財

としての価値が明らかになってい

るものについて、説明標識を設置

しています。 

「朝倉古墳群」については、不明

なことが多く、文化財としての価

値付けができていませんので、将

来的に価値付けができた段階で設

置を検討します。 

 



 
 

資料 2-1 
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垂井駅 

養老 SA ｽﾏｰﾄ IC 

関ケ原 IC 

大垣西 IC 

朝倉運動公園 
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1,590 1,879 1,421 1,372 1,884 1,464 1,476 1,927 2,034 1,734

24,859 22,797 17,651 20,683 25,229 31,707 22,745 27,180 20,570 23,852

1,117,175 1,227,515 901,138 967,845 1,310,789 1,220,524 1,126,813 1,315,143 1,214,985 1,219,690

51 94 94 102 111 82 104 125 90 113

5,530 5,762 5,332 6,198 5,861 5,252 5,335 7,207 4,180 3,243

78,225 253,550 246,780 280,800 270,000 239,490 338,110 286,810 266,200 209,790

244 330 221 261 292 250 161 280 150 126

1,901 2,427 1,516 1,586 1,679 744 694 1,573 895 518

110,290 130,885 100,868 116,596 126,826 226,750 130,739 151,456 92,854 76,430

462 394 684 714 697 514 508 788 622 749

2,039 2,115 3,666 4,909 5,521 4,048 5,149 6,626 3,891 4,052

220,500 147,480 733,944 830,928 863,601 550,914 519,207 644,980 399,640 513,820

845 901 463 728 798 624 708 651 448 517

8,547 8,694 5,216 6,096 6,768 6,310 6,853 7,310 4,744 5,111

729,425 666,475 242,255 361,555 452,140 586,365 662,670 504,325 434,020 450,440

1,097 1,308 1,077 1,185 1,745 1,496 1,714 1,691 1,677 1,712

6,311 5,892 4,838 5,720 8,234 7,548 7,976 7,862 6,660 7,972

408,420 455,080 399,900 409,380 541,990 505,180 565,980 536,650 526,010 543,680

1,078 1,216 898 1,108 1,485 1,051 2,010 2,309 2,608 3,423

1,326 1,351 1,098 1,325 1,974 1,224 2,558 2,537 2,648 3,423

4,299 3,998 2,245 3,656 3,673 3,297 3,570 2,832

4,299 3,998 2,245 3,656 3,673 3,297 3,570 2,832

1,289,700 1,199,400 673,500 1,096,800 1,101,900 989,100 1,071,000 849,600

4,244 4,020 2,554 3,470 3,683 3,286 3,712 2,817

4,244 4,020 2,554 3,470 3,683 3,286 3,712 2,817

424,400 402,000 255,400 347,000 368,300 328,600 371,200 281,700

95 63 50 74 91 60 58 81 78 69

7,370 3,154 2,911 6,708 7,227 6,604 6,109 8,155 8,155 4,728

127,780 51,265 29,457 123,120 138,240 132,300 120,420 102,705 107,965 68,325

152 146 110 132 128 145 148 124 117 72

6,419 8,111 7,464 8,773 9,117 6,220 5,065 4,820 4,820 7,198

16 18 8 4 2 1 3 4 2 7

556 969 1,118 743 409 20 424 802 802 229

72 86 50 64 61 43 60 76 72 56

3,294 8,236 2,911 4,581 4,294 3,357 2,972 2,514 2,514 3,097

66,500 143,650 29,457 47,925 46,710 34,830 55,860 60,242 61,050 65,175

21 47 19 34 27 23 15 28 17 14

562 1,760 3,649 3,860 474 1,857 576 1,634 1,634 6,235

16,891 52,536 32,625 37,770 45,815 53,854 23,571 25,778 25,405 31,989

50 37 59 45 39 23 26 25 10 8

1,625 1,271 1,754 1,580 1,153 991 779 787 787 271

14,316 14,537 9,953 12,949 14,716 12,359 14,273 13,758 7,925 8,600

78,882 80,557 63,923 79,888 85,296 82,465 74,517 84,656 62,300 69,929

4,589,306 4,729,836 3,645,324 4,619,719 5,266,311 4,867,907 4,985,570 4,759,389 3,128,129 3,179,339
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施設名
6時00分

～9時00分
(3時間以内)

9時00分
～13時00分
(4時間以内)

13時00分
～17時00分
(4時間以内)

17時30分
～21時30分
(4時間以内)

- 2,200円 2,200円 2,200円

- 1,100円 1,100円 1,100円

おとな 550円 1,100円 1,100円 550円
(17時00分～19時00分)

こども - 550円 550円 270円
(17時00分～19時00分)

おとな 130円 270円 270円 130円
(17時00分～19時00分)

こども - 130円 130円 60円
(17時00分～19時00分)

おとな

こども

おとな 660円 1,320円 1,320円 1,320円

こども - 660円 660円 660円

おとな 160円 330円 330円 330円

こども - 160円 160円 160円

おとな

こども

おとな 660円 1,320円 1,320円 660円
(17時00分～19時00分)

こども - 660円 660円 330円
(17時00分～19時00分)

おとな 160円 330円 330円 160円
(17時00分～19時00分)

こども - 160円 160円 80円
(17時00分～19時00分)

おとな

こども

おとな 1,100円 2,200円 2,200円 1,100円
(17時00分～19時00分)

こども - 1,100円 1,100円 550円
(17時00分～19時00分)

おとな 550円 1,100円 1,100円 550円
(17時00分～19時00分)

こども - 550円 550円 270円
(17時00分～19時00分)

全面

半面

多目的
グラウンド

11,000円

5,500円

個人使用
(年間定期券)

13,200円

6,600円

団体使用
(1面につき)

個人使用
(1人につき)

第3テニスコート

団体使用
(1面につき)

個人使用
(1人につき)

個人使用
(年間定期券)

13,200円

6,600円

第2テニスコート

区分

町民体育館
(全面使用時)

おとな(高校生以上)

こども(小・中学生)

個人使用
(年間定期券)

団体使用
(1面につき)

個人使用
(1人につき)

第1テニスコート



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名
6時00分

～9時00分
(3時間以内)

9時00分
～13時00分
(4時間以内)

13時00分
～17時00分
(4時間以内)

17時30分
～21時30分
(4時間以内)

550円 1,100円 1,100円 550円
(17時00分～19時00分)

- 550円 550円 270円
(17時00分～19時00分)

1,100円 2,200円 2,200円 2,200円

- 1,100円 1,100円 1,100円

- 550円 550円 550円

- 270円 270円 270円

- 550円 550円 550円

- 270円 270円 270円

おとな - 120円 120円 120円

こども - 60円 60円 60円

おとな

こども

おとな - 550円 550円 550円

こども - 270円 270円 270円

おとな - 550円 550円 550円

こども - 270円 270円 270円

おとな - 2,200円 2,200円 2,200円

こども - 1,100円 1,100円 1,100円

自由広場

集いの広場 使用料は無料　※バーベキューテーブルセット(用具貸出含む)1台につき1回550円

区分

スポーツ
グラウンド

おとな

こども

セミナーハウス

和室(1部屋)

研修室(1部
屋)

1階ホール

使用料は無料　※バーベキューテーブルセット(用具貸出含む)1台につき1回550円

5,200円

2,600円

卓球
体育センター

個人使用
(年間定期券)

野球場
おとな

こども

柔道場
体育センター

おとな

こども

剣道場
体育センター

おとな

こども

卓球
体育センター

(1人につき)
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L1 L2

宮代小学校（体育館含む）
垂井町宮代

2729
4,287 430 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育館収容人数

１階：208人 ２階：28人

宮代小学校留守家庭児童教室
垂井町宮代

2729
439 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

朝倉運動公園
垂井町宮代

1984－4
1,473 150 ○ ○ ○ ○ ● ● ○

宮代地区まちづくりセンター
垂井町宮代

664－4
575 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮代こども園
垂井町宮代

672－1－1
901 90 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

備考

災害種別ごとの適否

洪水 土

砂

災

害

地

震

火

災

緊急避難場所・避難所

指

定

緊

急

避

難

場

所

指

定

避

難

所

収容人数

（10㎡/人）

延床面積

※敷地面積（㎡）
所在地
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関ケ原 IC 

大垣西 IC 

養老 SA スマート IC 

関ケ原 IC 

大垣西 IC 

養老 SA スマート IC 
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現地説明 対話型意見交換 

サウンディング対象企業選定（20 社） 

ヒアリングシート送付 

ヒアリングシート回収 

ヒアリング実施（９社） 

ヒアリング参加希望者選定 

設計業者：1 社   施工業者：2 社 
運営業者：4 社   施工・運営業者：2 社 
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・機能が他施設と重複 
・町道沿いでアクセス良好 
・BBQ 施設の利用率が低い 

キッチンカー乗入可能スペースに 

BBQ 専用スペースに転換 

広場機能を芝生広場に集約 

・機能が野球場と重複 
・綺麗に管理されている 

野球場に集約 

野球の合宿利用に必要 

・利用率が高い 
・屋根付き休憩所が少ない 

利用率も高く現状維持が良い 
 
屋根付きの休憩スペースを増
築してサービス向上 

・サッカーが出来る広さ 
・土のグラウンド 
 ⇒・芝にすれば利用率 UP 
  ・雨天利用が難しい 
  ・砂塵被害がある 
・夜間利用が困難 

人工芝化で利用率 UP 

照明設備で利用者確保 

全天候型に改修し、利用率 UP 

・認知度が低い 
・アクセスが悪い 
・遊具が充実していない 
・野生動物による被害がある 
・日陰がなく、夏場利用が難しい 

子どもが遊ぶスペースの充実で利
用率 UP  
獣害対策で安心できる場所に改修  
保護者らの休憩スペースを充実  
利用しやすい場所に移転 

芝生広場に集約 

・機能が芝生広場と 
 重複 

・駐車場から各施設までが遠い 
・各施設の場所がわかりにくい 
・施設間移動がしにくい 
・園内を車で周遊できず、管理しにくい 
・樹木が多く、死角が多い 

施設毎に駐車場を整備 

園内周遊道路を整備してファミリー利用増加 

施設案内看板を、各所に追加で設置 

管理用道路を整備 

園内樹木の計画的な伐採 

・施設目的が不明確 
・機能が他施設と重複 

広場機能を芝生広場に
集約  
施設目的を明確化して
利用 

・老朽化に伴い、廃止済 

若い人が集まる施設に転換  
複合施設に転換し、訴求力・
利用率 UP  
既存施設を活用した施設に改
修することでコスト減 

・公園から遠い(歩行距離 500m) 
・施設が古い 
・土砂災害警戒区域内 

宿泊施設を整えて、合宿誘致

公園との一体利用は困難 眺望の良さを活かし、飲
食施設か宿泊施設に改修 
 
宿泊施設を整えて、合宿
誘致 
 
施設が古く、改修するの
は大変 

・眺望が良い 
・施設が古い 
・施設目的が不明確 
・土砂災害警戒区域内 

・利用者が立ち寄りにくい 
・公園管理がしにくい位置 
・土砂災害警戒区域内 

利用者が立ち寄りやすく、管理
者が管理しやすい位置に移転 

・利用率が低く、機能が重複 
・クレーコートの需要が低い 

第 2、第 3 テニスコートに集約 

・施設が古い 
・利用者は一定数いる 
・土砂災害警戒区域内 

体育館は移設して、屋根付き練習
場に転換 
 
安全な場所に移転し、防災拠点と
しても使用可能な機能に全面リニ
ューアル（延命は得策でない） 
 
建替による利用停止を避ける 
 
土砂災害警戒区域内なので廃止し
たいが、利用者が現状いることか
ら園内に移転 
 
自主事業に必須であるため、園外
移転は避けたい 
 
残地は予備駐車場として活用 

・立派な施設で、綺麗に維持 
・軟式野球のみ対応 

硬式に対応して、利用率アップ 

PR 次第で、利用率増加は可能 
活用案 
・アスレチック 

・獣害防止柵で仕
切られており、
利用率が低い 
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【敬称略】

No. 区　分 団体名等 氏　名 備　考

1 学識経験者 岐阜大学　地域協学センター 後藤
ゴトウ

　誠一
セイイチ

委員長

2 住民自治組織等 垂井町連合自治会連絡協議会 古山
コヤマ

　昌人
マサト

3 住民自治組織等 垂井町地区まちづくり協議会連絡会　 西川　一明
ニシカワ  カズアキ

副委員長

4 スポーツ推進活動 垂井町体育協会 山田
ヤマダ

　成利
シゲトシ

5 スポーツ推進活動 垂井町スポーツ推進委員会 奈良
ナ ラ

　平三
ヘイゾウ

6 スポーツ推進活動 垂井町スポーツ少年団本部 松浪
マツナミ

　敏郎
トシロウ

7 スポーツ推進活動 ＮＰＯ法人Ｌｅｔ’ｓたるい 遠藤
エンドウ

　誠
マコト

8 スポーツ推進活動 岐阜県身体障害者福祉協会 不破支部垂井分会 三輪
ミ ワ

　幸子
サチコ

9 スポーツ推進活動 垂井町老人クラブ連合会 角田
スミダ

　寛
ヒロシ

10 子育てに関する活動 垂井町子ども会育成連絡協議会 浦野
ウラノ

　真由美
マ ユ ミ

11 子育てに関する活動 垂井町小中学校ＰＴＡ連合会 小竹
コタケ

　達也
タツヤ

12 子育てに関する活動 岩手こども園保護者会 中川
ナカガワ

　未
ミ

凡
ナミ

13 子育てに関する活動 こいのぼり 佐竹
サタケ

　まみ

14 公募委員 太田
オオタ

　佳祐
ケイスケ

朝倉運動公園再整備町民検討委員会　委員名簿



第4回委員会時点における意見対応表

時点
意見

No
意見内容 発言者 該当箇所 回答（垂井町）

1

基本構想２ページ（総合計画）の内容があ

まりに薄い。綺麗な言葉を繋げているだけ

で、どういう戦略を持って、この施設をど

んな戦略の中でプロデュースしていくかが

見えてこない。

遠藤委員 本編_p2

今回の基本構想のコンセプトとして、生

涯スポーツの充実、にぎわいのある公

園、防災の視点が設定されており、核と

して体育館・体育センターを軸として置い

ている部分があるため、建物ありきの基

本構想と言われても仕方ない部分も一部

ある。ただ、基本計画の策定まで期間も

あるので、今後、住民の方々を巻き込む

方法を検討していく。

2

朝倉運動公園は、何かのスポーツに特化し

てもいいかもしれない。特定のスポーツに

限定するのは難しいと思うが、平均的に70

点取るよりも特定のスポーツでは120点が

取れるなど、世界レベルまでいけると非常

に良いと思う。

太田委員 本編_p45

「何かに特化した」という考えは、民間

事業者からもよく意見としていただいて

いる。時代に合った、ニッチなところを

どうやって見つけるかということは、基

本計画に進む中でのサウンディング等で

見出していきたいと考える。

3

岐阜県では、障がいをもっている人がス

ポーツする施設がなかなかない。パラス

ポーツができて、そういう人も含めて楽し

める体育館だとよいと思う。

太田委員 本編_p45 意見2の回答と同じ

4

どんなに立派な施設を建てても8割の人も賛

同しない。有名なスポーツ選手が朝倉運動

公園で合宿をしたら、日本全国、諸外国か

らも誘致できる可能性を秘めている。

奈良委員 本編_p45

昨年度の民間事業者とのサウンディング

型市場調査では、身の丈に合った整備を

されるのがよいのではとの意見があっ

た。人口減少が進む中で、新体育が完成

したときにスポーツ人口がどれくらいい

るのかも考慮して、再整備の計画をする

必要があるとの意見は聞いている。

5

指導者、保護者の中では、朝倉運動公園の

ような運動施設と坂道がある公園は少ない

との意見があった。ここで合宿をやればよ

いとの意見があった。

松浪委員 本編_p45

サウンディングでも合宿誘致というアイ

ディアはあった。今後は、体育館の方向

性が決まった段階でのサウンディング調

査を実施し、合宿誘致等を検討していき

たい。

6

今回、官民連携で整備・運営していくなら

ば、一部でも良いので何かの競技に特化し

た場所に自分たちで投資をして整備してい

くことも可能であると考える。すでに、そ

の事例が町内にあるため、その事業者から

意見をいただくと良いと考える。

太田委員 本編_p47

本年度のサウンディング型市場調査で

は、町内の事業者から意見を頂いたた

め、その意見を今後の基本計画に反映し

ていきたいと考える。

パブリック

コメント
7

ここでの「インクルーシブな空間」とは、

どのような意味でしょうか？ このような

人によって認識に差異の出やすい言葉に

は、定義を書き添えてください。

ー 本編_p45

「インクルーシブな空間」とは、年齢や

国籍、障がいの有無に関わらず、誰もが

共に利用できる空間を意味する。定義に

ついて、追記する。

第3回

委員会

意見

資料2-2
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年度 
公園再整備の 

検討段階 
官民連携に係る調査 

R5 調査・検討 『民活導入の目的や施設の概要等』を提示 

⇒【結果】公園再整備の規模や内容によるが

PFI 又は DBO で一定の可能性を有すると評

価 

［※Park-PFI は不成立の可能性が高い］ 

R6 基本構想 『概略の再整備方針（体育館の建替え方針、

概略レイアウト）等』を提示 

調査実施のポイント 

・良好なサービス提供を目的とした「運営重視型 PPP の導入」にあたり、 

”官民連携の可能性”と”効果的な運営を行うための条件等”を調査する。 

・公園再整備の検討段階に応じた具体的な条件提示と意見収集を行う。 

今回調査 

反映 
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NO 設問項目 設問内容 

 

 

ヒアリング対象企業選定（6 社） 

依頼文、日程調整票、ヒアリング項目送付 

日程調査票回収 

ヒアリング実施（6 社） 

ヒアリング参加希望者選定 
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 第 2 テニスコートはひずみができてい

るため、機能転換した方が良い 

 テニスコートは、ハードコートに改修

することで車いすテニスが可能とな

る。ただし、第 2 テニスコートは地盤

改良を前提とする 

 ステージに電源があると、イベント時に利用で

きて良い 

 サッカーの大会を開催した際に、広場はウォー

ミングアップ、練習スペースとして活用できる 

 硬式野球対応にするためには、ファールボール

を抑えるための高さ 40m のフェンスが必要であ

り、その高さを低くするためには天井ネットが

必要である。 

野球場の規格を両翼 100m、中堅 120m に拡張

することは難しくないが、フェンスの設置がネ

ックとなる 

 

 フットサルコートとして活用すると

良い 

 現在はクレイコートのため、オムニ

コートに改修する 

 ゲートボール場を整備すると良い 

 

 フットサルコートを整備すると

良い 

 テニスコートを整備すると良い 

 子どもの広場を整備すると良い 

 ゲートボール場を整備すると良

い 

 体育館の跡地はイエローゾーン

にかかっているため、活用が難

しい 

 スケートボード場を整備すると良い 

 何かに特化したスポーツ施設を整備すると良い 

 室内プールとして利用できると良い 

 現在の地形、傾斜を活かして、ジップラインを設けると良い 

 屋根付き広場と人工芝を設けると良い 

 敷地面積が広いため、すべて跡地活用しなくても良い 

 公園の奥にあるため、跡地利用は難しい 

 人工芝化することで、大会の誘致が可

能となる。 

 少年サッカー程度であれば、耐用年数

15 年の人口芝を整備することで収益が

見込める。 

 人工芝のサッカーグラウンドとその周

りに陸上トラックを整備すると良い 

 照明を付ければ、今の土のグラウンド

のままでもナイター利用はあると思う 

 

■規模について 

 体育館は、建築面積 2,000 ㎡ある

と良い 

■導入すべき機能・施設について 

 競技場（バスケコート 2～3 面、

社会人フットサルコート 2 面） 

 サブアリーナ 

 スタジオ（ヨガ教室、ピラティ

ス教室等） 

 トレーニングルームの拡張（200

㎡） 

 卓球専用の部屋 

 会議室（パーティションで分割

して利用） 

 物販（軽食等） 

 空調設備 

■屋内遊戯施設について 

 屋内遊戯施設は収益をプラスに

持 っ て い く の が 難 し い 。 た だ

し、商圏が大きいと可能である 

 ■特化するべきスポーツについて 

 何かのスポーツに限定する場合、交通機関が充実していることやホームチームを呼び
込めるかどうかが重要である 

 特化するスポーツは、団体の意向によって決まるため、明確には答えることが難しい 

 アーバンスポーツに特化した方が良い。全国からそのためだけに来るような施設にす
ることで、そのスポーツの聖地にできる 

 他市町村の事例で、1 つのスポーツに特化した公園があるが、あまり利用率が良くな

いという話を聞いたため、1 つのスポーツに特化することはリスクがあると考える 

■園路について 

 公園内のメイン動線を綺麗にし

たい 

■駐車場について 

 各施設に駐車場を設け、公園内

に駐車場を点在させると良い 

 


